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2022 年度事業計画 

 

３．事業計画（重点課題） 

 

（６）日本薬局方に関する事項（薬局方委員会） 

  １）現行の日本薬局方に関する諸対応の推進 

２）日本薬局方追補案の審議・意見公募に関する諸対応の推進 

３）新薬局方の原案作成に関する諸対応の推進 

 

2022 年度 事業計画書（詳細） 

 

Ⅵ 日本薬局方に関する事項（薬局方委員会） 

 

薬局方委員会は、行政当局が行う日本薬局方の改正作業に関する業界窓

口業務、加盟団体に対する日本薬局方関連情報の提供、ならびに加盟団体

間における日本薬局方に関する意見調整と情報共有を行っている。 

また、日本薬局方原案検討委員会の準委員として、第十九改正日本薬局

方の原案作成に関する会合に参画し、今後の方向性について議論を行って

いる。 

 

このような状況の中で 2022 年度は次の事項を重点課題とする。 

１． 元素不純物管理に係るＱ＆Ａの改正等、現行の第十八改正日本薬局

方に関する対応事項について、業界の要望を行政当局に提案し、解

決及び要望の実現にあたる。 

２． 第十八改正日本薬局方追補案の審議・意見公募、ならびに第一追補

発出後のＱ＆Ａ案に対し、業界全体に関わる事項について加盟団体

の意見を集約し提出を行う。 

３． 第十九改正日本薬局方の原案作成に関し、今後の日本薬局方に求め

られる改正の方向性を踏まえた業界からの意見発信を行政当局に

対して行い、要望の実現にあたる。 


